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(57)【要約】
【課題】耐風圧に優れるよう建築板を係止することがで
きる留め付け金具を提供する。
【解決手段】上端縁と下端縁に実部を有する建築板用の
留め付け金具であって、右側支持部と、左側支持部と、
基板部と、立設部と、上板係止部と、下板係止部とが連
続した状態で設けられている。右側支持部、左側支持部
は、建築板を留め付ける時に該建築板の裏面に当接し、
基板部は該留め付け金具を固定する時に躯体側に当接し
、立設部は該基板部の下端から前方へ延びており、上板
係止部は該立設部の前端から斜め上方へ延びており、下
板係止部は該立設部の前端から斜め下方へ延びている。
そして、上板係止部は、裏面が、横幅２３．０～５０．
０mm、縦幅４．０～６．７mmで、面積１５０mm２以上に
設けられている。
【選択図】図１



(2) JP 3163170 U 2010.9.30

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上端縁と下端縁に実部を有する建築板用の留め付け金具であって、
　前記留め付け金具の右側領域には、前記建築板を留め付ける時に該建築板の裏面に当接
する右側支持部と、
　前記留め付け金具の左側領域には、前記建築板を留め付ける時に該建築板の裏面に当接
する左側支持部と、
　前記右側支持部と前記左側支持部の間で、前記留め付け金具の上側領域には、該留め付
け金具を固定する時に躯体側に当接する基板部と、
　前記基板部の下端から前方へ延びた立設部と、
　前記留め付け金具の横幅方向の中央であって、前記立設部の前端から斜め上方へ延びた
上板係止部と、
　前記上板係止部の左右両側であって、前記立設部の前端から斜め下方へ延びた下板係止
部とを備え、
　１枚の金属板を加工することにより、前記右側支持部と、前記左側支持部と、前記基板
部と、前記立設部と、前記上板係止部と、前記下板係止部とが連続した状態で設けられて
おり、
　前記上板係止部は、裏面が、横幅２３．０～５０．０mm、縦幅４．０～６．７mmで、面
積１５０mm２以上に設けられている
　ことを特徴とする留め付け金具。
【請求項２】
　請求項１に記載の留め付け金具であって、
　前記立設部は、前記基板部の下端中央部と、該下端中央部の左右両側の下端とから別々
に前方へ延びており、
　前記基板部の下端中央部から延びた立設部の前端から上板係止部が延びており、
　前記基板部の下端中央部の左右両側の下端から延びた立設部の前端から下板係止部が延
びている
　ことを特徴とする留め付け金具。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の留め付け金具であって、
　前記右側支持部と前記左側支持部の間に、留め付け金具の幅方向に延びた、建築板を留
め付ける時に該建築板の裏面に当接する別の支持部を備える
　ことを特徴とする留め付け金具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、建物の構造躯体に、建築板を留め付けるために用いる留め付け金具に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、上端縁と下端縁に実部を有する建築板がある。該建築板において、上端縁の
実部は、別の建築板の下端縁の実部と嵌合できるよう設けられている。また、建築板の上
端縁と下端縁の実部は、該建築板を係止するために用いる留め付け金具と呼ばれる部材に
係止されるようにも形成されており、該留め付け金具を用いて、建物の構造躯体の前面に
複数の該建築板を係止し、外壁又は内壁を構成することが行われている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１には、外壁板を下地材に取り付けるために利用される留め付け金
具が開示されている。該留め付け金具は、留め付け時に外壁板裏面に当接される左側支持
部及び右側支持部と、該左側支持部と該右側支持部の間の領域の上部に形成され、下地材
に当接して装着される基板部と、該基板部の下縁に沿った個所が前方に折曲された水平面
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部と、該水平面部の先端縁に沿った中央個所から斜め上方向に向けて形成された立ち上が
り部と、該水平面部の先端部に沿った左右個所に、斜め下前方に向けた斜面部、この斜面
部の前端から前方に向けられた第２水平面部、及びこの第２水平面部の前端部から下方に
向けられた立設部が一体形成された上下２段形状の立ち下がり部と、を備える。そして、
各立ち下がり部の斜面部の後面上端縁から該左側支持部及び該右側支持部の各前面に至る
間隔が、３．８ｍｍ～４．０ ０ｍｍ、各立ち下がり部の立設部の後面から前記左側支持
部及び右側支持部の各前面に至る間隔が、６．７±０．０５ｍｍとされ、各立ち下がり部
の立設部の後面に沿った延長線よりも前方に各立ち下がり部の立設部が位置していること
を特徴としている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】登録実用新案第３１２５４７３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　非特許文献１の留め付け金具を用いれば、建物の構造躯体の前面に複数の外壁板を留め
付けることができる。しかし、非特許文献１の留め付け金具を用いて留め付けられた外壁
板は風圧に弱く、強風により外壁板が外れることが懸念される。
【０００６】
　本考案は、耐風圧に優れるよう建築板を係止することができる留め付け金具を提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案は、上端縁と下端縁に実部を有する建築板を留め付けるための留め付け金具であ
って、右側支持部と、左側支持部と、基板部と、立設部と、上板係止部と、下板係止部と
を備える。
　右側支持部は、留め付け金具の右側領域にあって、建築板を留め付ける時に該建築板の
裏面に当接し、左側支持部は、留め付け金具の左側領域にあって、建築板を留め付ける時
に該建築板の裏面に当接する。この右側支持部と左側支持部により、建築板は安定して留
め付け金具に支持される。
　基板部は、右側支持部と左側支持部の間で、かつ、留め付け金具の上側領域にあって、
該留め付け金具を建築物の躯体に固定する時に躯体側に当接する。この基板部により、留
め付け金具の施工状態は安定する。
　立設部は、基板部の下端から前方へ延びている。基板部の下端から前方へ延びるという
状態には、直線的に前方に延びることはもちろんであるが、段階的に前方に延びることも
含まれる。また、立設部は、基板部の下端から一様に前方に延びていても良いし、基板部
の一部から延びていても良い。基板部の一部から延びる状態としては、基板部の下端中央
部のみから延びている状態、基板部の下端中央部を除いて延びている状態、基板部の下端
中央部と該中央部の両側の下端からそれぞれ別々に延びている状態などがある。
　上板係止部は、留め付け金具の横幅方向の中央であって、立設部の前端から斜め上方へ
延びており、下板係止部は、該上板係止部の左右両側であって、立設部の前端から斜め下
方へ延びている。この上板係止部と、下板係止部とにより、建築板は係止される。すなわ
ち、上板係止部が、留め付け金具より上側に配された建築板の下端縁に設けられた実部を
係止し、下板係止部が、留め付け金具より下側に配された建築板の上端縁に設けられた実
部を係止する。なお、立設部が基板部の下端中央部と該中央部の左右両側の下端から、そ
れぞれ別々に延びている場合には、該基板部の下端中央部から延びた立設部の前端から上
板係止部が延びており、基板部の該中央部の左右両側の下端から延びた立設部の前端から
下板係止部が延びている。
　そして、１枚の金属板を加工することにより、右側支持部と、左側支持部と、基板部と
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、立設部と、上板係止部と、下板係止部とが連続した状態で設けられている。連続した状
態で設けられていることにより、留め付け金具は高い強度を有することができる。なお、
金属板としては、アルミニウム－亜鉛合金メッキ鋼板、溶融亜鉛－アルミニウム合金メッ
キ鋼板、亜鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板、溶融アルミニウムメッキ鋼
板、亜鉛－アルミニウム合金メッキ鋼板、亜鉛鉄板、アルミ鋼板、ステンレス鋼板、合金
めっき鋼板、トタン、銅板などの金属板がある。
　また、本考案の考案者が様々な形状の留め付け金具を用いて耐風圧試験を行ったところ
、耐風圧に優れるよう建築板を係止することができるか否かに上板係止部のサイズが大き
く影響することが判明した。すなわち、上板係止部の裏面が、横幅２３．０～５０．０mm
、縦幅４．０～６．７mmで、面積１５０mm２以上であると、耐風圧に優れるよう建築板を
係止することができることが判った。そのため、本考案では、上板係止部は、裏面が、横
幅２３．０～５０．０mm、縦幅４．０～６．７mmで、面積１５０mm２以上に設けられてい
る。なお、上板係止部の裏面の縦幅を４．０～６．７mmとするのは、４．０mmよりも小さ
いと建築板の係止が不十分となるためであり、６．７mmよりも大きいと、該上板係止部に
係止される建築板の下端縁の実部の縦幅が６．１～６．７mmなので、該上板係止部により
、該建築板を確実に係止できない懸念が発生するためである。また、上板係止部の裏面の
横幅を２３．０～５０．０mmとするのは、２３．０mmよりも小さいと、建築板の係止が不
十分となるためであり、５０．０mmよりも大きくしてもコストに比例した効果が得られな
いためである。すなわち、上板係止部の裏面の横幅が５０．０mmを超えると、更に建築板
の係止力に優れるが、留め付け金具には、該上板係止部と、下板係止部と、右側支持部と
、左側支持部とが必要なので、該留め付け金具の全体の横幅をかなり大きくしなければな
らなくなり、必要な金属板のサイズが増加し、コストが高くなるが、該上板係止部の裏面
の横幅が５０．０mmあれば、大きな風圧がかかったとしても、建築板を実部が破損するま
で十分に係止することができるので、該上板係止部の裏面の横幅を５０．０mmより広げて
も、５０．０mmの場合と比較して顕著な効果が得られない。更に、上板係止部の裏面が、
前述した縦幅、横幅であっても、面積１５０mm２より小さいと、建築板の係止が不十分と
なるので、本考案では、該上板係止部の裏面を、横幅２３．０～５０．０mm、縦幅４．０
～６．７mmで、面積１５０mm２以上として、建築板を実部が破損するまで係止できるよう
にしている。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案によれば、耐風圧に優れるよう建築板を係止することができる留め付け金具を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本考案にかかる留め付け金具の一実施例を、斜め前方より見た斜視図で
ある。
【図２】図２は、図１に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態を示
す断面図である。
【図３】図３は、本考案にかかる留め付け金具の他の実施例を、斜め前方より見た斜視図
である。
【図４】図４は、図３に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態を示
す断面図である。
【図５】図５は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜
視図である。
【図６】図６は、図５に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態を示
す断面図である。
【図７】図７は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜
視図である。
【図８】図８は、図７に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態を示
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す断面図である。
【図９】図９は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜
視図である。
【図１０】図１０は、図９に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態
を示す断面図である。
【図１１】図１１は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見
た斜視図である。
【図１２】図１２は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見
た斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状
態を示す断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本考案について詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本考案にかかる留め付け金具の一実施例を、斜め前方より見た斜視図である。
　図１に示す留め付け金具Ａ１は、１枚の亜鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ
鋼板を加工して製造されている。留め付け金具Ａ１は、横幅Ｗ１１が７２．０mm、縦幅Ｈ
１１が４８．０mmであり、厚みは０．８mmである。
　留め付け金具Ａ１は、右側領域に右側支持部ｂ１を、左側領域に左側支持部ｃ１を備え
る。右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１は、前方に向かって突出しており、右側支持部ｂ１
、左側支持部ｃ１の頂部は、建築板を留め付ける時に、該建築板の裏面に当接するように
設けられている。
　右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１の間であって、留め付け金具Ａ１の上側領域には、基
板部ａ１を備える。基板部ａ１は、留め付け金具Ａ１を固定する時に、裏面が躯体側に当
接し、固定部となる部分である。基板部ａ１には、複数のビス孔ｄ１、釘孔ｅ１と、２つ
の中央支持部ｆ１が設けられている。中央支持部ｆ１は基板部ａ１の横幅方向に延びてお
り、かつ、前方に向かって突出しているが、頂部の高さは、右側支持部ｂ１、左側支持部
ｃ１の頂部の高さと同じであり、建築板を留め付ける時に、該建築板の裏面に当接する。
　基板部ａ１の下端からは、立設部ｇ１が前方へ向かって延びている。そして、立設部ｇ
１の前端中央部からは、上板係止部ｈ１が斜め上方へ向かって延びており、上板係止部ｈ
１の左右両側には、下板係止部ｉ１、ｉ１が、立設部ｇ１の前端から斜め下方へ向かって
延びている。上板係止部ｈ１の裏面は、横幅Ｗ１２が４２．０mm、縦幅Ｈ１２が４．０mm
であり、面積は１６８mm２である。下板係止部ｉ１の裏面は、横幅が８．０mm、縦幅が７
．０mmである。
　留め付け金具Ａ１は、１枚の亜鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工
することにより、基板部ａ１、右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１、中央支持部ｆ１、立設
部ｇ１、上板係止部ｈ１、下板係止部ｉ１が連続した状態で形成されているので、強度に
優れる。また、留め付け金具Ａ１は、右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１、中央支持部ｆ１
により強度が向上している。
【００１２】
　図２は、図１に示す留め付け金具を用いて留め付けられた建築板の施工状態を示す断面
図である。
　図２では、図１に示す留め付け金具Ａ１は、基板部ａ１の裏面が建築物の構造躯体に当
接した状態で、ビス孔にビスＣを打ち込んで固定されている。また、留め付け金具Ａ１よ
り上側にある建築板Ｂ１は、裏面が右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１、中央支持部ｆ１の
頂部により支持されるとともに、建築板Ｂ１の下端縁の実部が留め付け金具Ａ１の上板係
止部ｈ１に係止された状態で、安定して固定されている。また、留め付け金具Ａ１より下
側にある建築板Ｂ２は、裏面が右側支持部ｂ１、左側支持部ｃ１の頂部により支持される
とともに、建築板Ｂ２の上端縁の実部が留め付け金具Ａ１の下板係止部ｉ１に係止された
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状態で、安定して固定されている。ここで、留め付け金具Ａ１の上板係止部ｈ１の裏面は
、横幅Ｗ１２が４２．０mm、縦幅Ｈ１２が４．０mmであり、面積は１６８mm２であるので
、留め付け金具Ａ１より上側にある建築板Ｂ１を耐風圧に優れるよう係止することができ
る。また、留め付け金具Ａ１より下側にある建築板Ｂ２は、図２にも示されているように
、建築板Ｂ１と嵌合し、建築板Ｂ１の一部が建築板Ｂ２の実部に覆い被さった状態である
ので、留め付け金具Ａ１より上側にある建築板Ｂ１が耐風圧に優れるよう係止されている
ことと、留め付け金具Ａ１の下板係止部ｉ１に係止されていることにより、建築板Ｂ２も
耐風圧に優れるよう係止することができる。
【００１３】
　図３は、本考案にかかる留め付け金具の他の実施例を、斜め前方より見た斜視図である
。
　図３に示す留め付け金具Ａ２も、図１に示す留め付け金具Ａ１と同じように、１枚の亜
鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ２
、右側支持部ｂ２、左側支持部ｃ２、中央支持部ｆ２、立設部ｇ２、上板係止部ｈ２、下
板係止部ｉ２は連続した状態で形成されている。しかし、留め付け金具Ａ２は、留め付け
金具Ａ１とは、留め付け金具全体の横幅、縦幅が異なる。留め付け金具Ａ２は、横幅Ｗ２
１が６０．０mm、縦幅Ｈ２１が４１．０mmである。そのため、各部位の大きさも異なる。
上板係止部ｈ２の裏面は、横幅Ｗ２２が３０．０mm、縦幅Ｈ２２が６．０mmであり、面積
は１８０mm２であり、留め付け金具Ａ１の上板係止部ｈ１の裏面よりも大きい。
　しかし、図３に示す留め付け金具Ａ２においても、図４に示すように建築板Ｂ１、Ｂ２
を固定することができる。また、留め付け金具Ａ２の上板係止部ｈ２の裏面は、横幅Ｗ２
２が３０．０mm、縦幅Ｈ２２が６．０mmであり、面積は１８０mm２であるので、建築板Ｂ
１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。
【００１４】
　図５は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜視図で
ある。
　図５に示す留め付け金具Ａ３も、図１に示す留め付け金具Ａ１と同じように、１枚の亜
鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ３
、右側支持部ｂ３、左側支持部ｃ３、立設部、上板係止部ｈ３、下板係止部ｉ３は連続し
た状態で形成されている。しかし、留め付け金具Ａ３は、留め付け金具Ａ１とは、留め付
け金具全体の横幅、縦幅が異なる。留め付け金具Ａ３は、横幅Ｗ３１が６４．０mm、縦幅
Ｈ３１が４１．０mmであり、各部位の大きさも異なる。上板係止部ｈ３の裏面は、横幅Ｗ
３２が３２．０mm、縦幅Ｈ３２が６．０mmであり、面積は１９２mm２であり、留め付け金
具Ａ１の上板係止部ｈ１の裏面よりも大きい。また、留め付け金具Ａ３は、中央支持部を
備えず、右側支持部ｂ３、左側支持部ｃ３の形状も異なる。右側支持部ｂ３、左側支持部
ｃ３は、留め付け金具Ａ３の右側領域、左側領域において、基板部ａ３から前方に立設し
た後、外側に向かって基板部ａ３と平行に折り曲げてある。なお、右側支持部ｂ３、左側
支持部ｃ３の頂部は、建築板を留め付ける時に、該建築板の裏面に当接するよう設けられ
ている。更に、留め付け金具Ａ３では、基板部ａ３の下端中央部からは立設部ｇ３２が前
方へ延びており、基板部ａ３の下端中央部の左右両側の端部からは立設部ｇ３１、ｇ３３
がそれぞれ別々に前方へ延びている。そして、立設部ｇ３２の前端からは上板係止部ｈ３
が斜め上方へ延びており、立設部ｇ３１、ｇ３３の前端からは下板係止部ｉ３、ｉ３が斜
め下方へ延びている。
　しかし、図５に示す留め付け金具Ａ３においても、図６に示すように建築板Ｂ１、Ｂ２
を固定することができる。また、留め付け金具Ａ３の上板係止部ｈ３の裏面は、横幅Ｗ３
２が３２．０mm、縦幅Ｈ３２が６．０mmであり、面積は１９２mm２であるので、建築板Ｂ
１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。また、留め付け金具Ａ３は、上板
係止部ｈ３と連続している立設部と、下板係止部ｉ３と連続している立設部が、基板部ａ
３より別々に延びているので、上板係止部ｈ３、下板係止部ｉ３の剛性は低減している。
そのため、係止された建築板Ｂ１、Ｂ２の実部に局所的に大きな負荷が作用した場合でも
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、剛性の小さな上板係止部ｈ３、下板係止部ｉ３が負荷に追随して変形し、建築板Ｂ１、
Ｂ２の実部に局所的に大きな負荷が作用して該実部が破損してしまうといった問題を低減
することができる。
【００１５】
　図７は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜視図で
ある。
　図７に示す留め付け金具Ａ４も、図１に示す留め付け金具Ａ１と同じように、１枚の亜
鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ４
、右側支持部ｂ４、左側支持部ｃ４、立設部ｇ４、上板係止部ｈ４、下板係止部ｉ４は連
続した状態で形成されている。しかし、留め付け金具Ａ４は、留め付け金具Ａ１とは、留
め付け金具全体の横幅、縦幅が異なる。留め付け金具Ａ４は、横幅Ｗ４１が６４．０mm、
縦幅Ｈ４１が４１．０mmであり、各部位の大きさも異なる。上板係止部ｈ４の裏面は、横
幅Ｗ４２が３０．０mm、縦幅Ｈ４２が６．０mmであり、面積は１８０mm２であり、留め付
け金具Ａ１の上板係止部ｈ１の裏面よりも大きい。また、留め付け金具Ａ４は、上側支持
部ｊ４、下側支持部ｋ４を備え、右側支持部ｂ４、左側支持部ｃ４、下側支持部ｋ４は絞
り加工により連続して形成されており、前方に突出した形状であり、右側支持部ｂ４、左
側支持部ｃ４の形状は留め付け金具Ａ１と異なる。そして、右側支持部ｂ４、左側支持部
ｃ４、上側支持部ｊ４、下側支持部ｋ４の頂部は、建築板を留め付ける時に、該建築板の
裏面に当接するよう設けられている。また、下板係止部ｉ４は、第１下板係止部ｉ４１と
、第２下板係止部ｉ４３と、連結部ｉ４２とからなり、実部の形状が異なる２種類の建築
板に対応できる形状である。なお、上側支持部ｊ４の上側の傾斜面には、ビス及び／又は
釘を斜めに打ち込むことができるように、複数のビス孔ｄ１、釘孔ｅ１が設けられている
。
　しかし、図７に示す留め付け金具Ａ４においても、図８に示すように建築板Ｂ１、Ｂ２
を固定することができる。また、留め付け金具Ａ４の上板係止部ｈ４の裏面は、横幅Ｗ４
２が３０．０mm、縦幅Ｈ４２が６．０mmであり、面積は１８０mm２であるので、建築板Ｂ
１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。
【００１６】
　図９は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜視図で
ある。
　図９に示す留め付け金具Ａ５も、図７に示す留め付け金具Ａ４と同じように、１枚の亜
鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ５
、右側支持部ｂ５、左側支持部ｃ５、立設部ｇ５、上板係止部ｈ５、下板係止部ｉ５は連
続した状態で形成されており、上板係止部ｈ５の裏面は、横幅Ｗ５２が３０．０mm、縦幅
Ｈ５２が６．０mmであり、面積は１８０mm２である。しかし、留め付け金具Ａ５は、上側
支持部、下側支持部を備えておらず、右側支持部ｂ５、左側支持部ｃ５の形状も留め付け
金具Ａ４と異なる。右側支持部ｂ５、左側支持部ｃ５は、留め付け金具Ａ５の右側領域、
左側領域において、基板部ａ５から前方に立設した後、外側に向かって折り曲げてある。
なお、右側支持部ｂ５、左側支持部ｃ５の頂部は、建築板を留め付ける時に、該建築板の
裏面に当接するよう設けられている。また、基板部ａ５には、ビス及び／又は釘を斜めに
打ち込むことができるように、複数のビス孔ｄ１、釘孔ｅ１を有する傾斜面が設けられて
いる。また、基板部ａ５の上端には切り込みを有する。
　しかし、図９に示す留め付け金具Ａ５においても、図１０に示すように建築板Ｂ１、Ｂ
２を固定することができる。また、留め付け金具Ａ５の上板係止部ｈ５の裏面は、横幅Ｗ
５２が３０．０mm、縦幅Ｈ５２が６．０mmであり、面積は１８０mm２であるので、建築板
Ｂ１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。更に、留め付け金具Ａ５は、基
板部ａ５の上端に切り込みを有するので、建築板に大きな負荷がかかったとしても該切り
込み付近が変形し、上板係止部ｈ５、下板係止部ｉ５に係止される建築板の実部にかかる
荷重を緩和することができる。
【００１７】
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　図１１は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜視図
である。
　図１１に示す留め付け金具Ａ６も、図９に示す留め付け金具Ａ５と同じように、１枚の
亜鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ
６、右側支持部ｂ６、左側支持部ｃ６、立設部ｇ６、上板係止部ｈ６、下板係止部ｉ６は
連続した状態で形成されており、上板係止部ｈ６の裏面は、横幅Ｗ６２が３０．０mm、縦
幅Ｈ６２が６．０mmであり、面積は１８０mm２である。しかし、留め付け金具Ａ６は、立
設部ｇ６が、基板部ａ６の端部から段階的に延びて形成されていることが異なる。
　しかし、図１１に示す留め付け金具Ａ６においても、図９に示す留め付け金具Ａ５と同
じように、建築板Ｂ１、Ｂ２を固定することができる。また、留め付け金具Ａ６の上板係
止部ｈ６の裏面は、横幅Ｗ６２が３０．０mm、縦幅Ｈ６２が６．０mmであり、面積は１８
０mm２であるので、建築板Ｂ１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。
【００１８】
　図１２は、本考案にかかる留め付け金具の更に他の実施例を、斜め前方より見た斜視図
である。
　図１２に示す留め付け金具Ａ７も、図９に示す留め付け金具Ａ５と同じように、１枚の
亜鉛－アルミニウム－マグネシウム複合メッキ鋼板を加工して製造されており、基板部ａ
７、右側支持部ｂ７、左側支持部ｃ７、立設部ｇ７、上板係止部ｈ７、下板係止部ｉ７は
連続した状態で形成されており、上板係止部ｈ７の裏面は、横幅Ｗ７２が３０．０mm、縦
幅Ｈ７２が６．０mmであり、面積は１８０mm２である。しかし、留め付け金具Ａ７は、右
側支持部ｂ７、左側支持部ｃ７の形状が留め付け金具Ａ５と異なる。右側支持部ｂ７、左
側支持部ｃ７は、留め付け金具Ａ７の右側領域、左側領域において、基板部ａ７から前方
に立設した後、外側に向かって基板部ａ７と平行に折り曲げてある。なお、右側支持部ｂ
７、左側支持部ｃ７の頂部は、建築板を留め付ける時に、該建築板の裏面に当接するよう
設けられているが、構造躯体と建築板との通気を大きくとるため、基板部ａ７から前方に
大きく突出している。また、基板部ａ７と上板係止部ｈ７には、補強のためにリブが設け
られており、立設部ｇ７は、基板部ａ７の下端中央部を除いた、左右両側の下端から延び
て形成されている。
　しかし、図１２に示す留め付け金具Ａ７においても、図１３に示すように建築板Ｂ１、
Ｂ２を固定することができる。また、留め付け金具Ａ７の上板係止部ｈ７の裏面は、横幅
Ｗ７２が３０．０mm、縦幅Ｈ７２が６．０mmであり、面積は１８０mm２であるので、建築
板Ｂ１、Ｂ２を耐風圧に優れるよう係止することができる。
【００１９】
　以上に本考案の実施形態について説明したが、本考案はこれに限定されず、実用新案登
録請求の範囲に記載の考案の範囲において種々の変形態を取り得る。例えば、留め付け金
具及び各部位の横幅、縦幅は一例であり、実用新案登録請求の範囲に記載の考案の範囲に
おいて変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
　以上説明したように、本考案によれば、耐風圧に優れるよう建築板を係止することがで
きる留め付け金具を提供することができる。
【符号の説明】
【００２１】
　Ａ１～Ａ７　　留め付け金具
　Ｂ１、Ｂ２　　建築板
　Ｃ　　ビス
　ａ１～ａ７　　基板部
　ｂ１～ｂ７　　右側支持部
　ｃ１～ｃ７　　左側支持部
　ｆ１　　中央支持部



(9) JP 3163170 U 2010.9.30

　ｇ１、ｇ２、ｇ４～ｇ７、ｇ３１～ｇ３３　　立設部
　ｈ１～ｈ７　　上板係止部
　ｉ１～ｉ７　　下板係止部
　ｊ４　　上側支持部
　ｋ４　　下側支持部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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